
資料５ 

送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループ 1 

構成員の変更について 2 

令和 6年 10月 1日 3 

電力・ガス取引監視等委員会事務局 4 

総務課 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 11 

主なポイント 12 

電取委に設置されているワーキング・グループの構成員については、委員長が13 

委員及び専門委員の中から委員長が指名することとされている（電力・ガス取引14 

監視等委員会運営規程第６条第３項）。 15 

今般、送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループに指名されていた委員16 

及び専門委員が令和６年８月３１日で任期満了となったことに伴い、横山委員長17 

としては、令和６年１０月１日以降の送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググ18 

ループの構成員について、別添のとおり、送配電効率化・計画進捗確認ワーキン19 

ググループに参加していたメンバーに加えて、電取委の委員である村松委員を指20 

名する方針である。 21 

また、専門委員から新家 法昌氏を指名する方針である。 22 

 23 

  24 

（趣旨） 

 電力・ガス取引監視等委員会運営規程第６条第１項の規定に基づいて電

力・ガス取引監視等委員会（以下「電取委」という。）に設置されている料金

制度専門会合の下に設置されている「送配電効率化・計画進捗確認ワーキン

ググループ」の構成員を、同条第３項の規定に基づき変更する。 



 

（参考）電力・ガス取引監視等委員会運営規程（平成２８年９月１２日）２０１25 

６０９１２電委第３号）（抄） 26 

（専門会合の設置等） 27 

第６条 委員会は、委員会の下に専門会合を置くことができる。 28 

２ 専門会合は、委員会の求めに応じ、専門の事項について調査審議を行い、そ29 

の結果を委員会に報告することとする。 30 

３ 専門会合は、委員及び専門委員の中から委員長が指名した者により構成す31 

る。 32 

４ 専門会合の座長は委員長が指名し、当該専門会合の座長は、当該専門会合の33 

事務を掌理する。 34 

５ 専門会合の座長に事故があるときは、当該専門会合に属する構成員のうちか35 

ら委員長が指名する者が、その職務を代理する。 36 

６ 専門会合の座長は、必要に応じて、委員会の同意を得て当該専門会合の下に37 

ワーキング・グループを置くことができる。 38 

７ 第２項から第５項までの規定は、ワーキング・グループに準用する。この場39 

合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「専門会合」と、「専門会40 

合」とあるのは「ワーキング・グループ」と読み替えるものとする。 41 
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（別添） 44 

電力・ガス取引監視等委員会 45 

送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループ（案） 46 

（敬称略、五十音順） 47 

 48 

（座長）（委員） 49 

松村 敏弘  東京大学社会科学研究所 教授 50 

 51 

（委員） 52 

村松 久美子 PwC Japan有限責任監査法人ディレクター 公認会計士 53 

 54 

（専門委員） 55 

河野 康子  一般財団法人 日本消費者協会 理事 56 

新家 法昌  みずほ証券株式会社 エクイティ調査部 シニアアナリスト 57 

華表 良介  ボストンコンサルティンググループマネージング・ディレクター 58 

＆シニア・パートナー 59 

平瀬 祐子  東洋大学理工学部 准教授 60 

 61 

※下線が今回追加・変更となる構成員 62 
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